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市
行
財
政
改
革
審
議
会
と
は

　

こ
の
審
議
会
は
、
市
の
行
財
政
の

実
態
に
検
討
を
加
え
て
、
行
財
政
運

営
の
改
善
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を

調
査
審
議
す
る
機
関
で
す
。
委
員

は
、
公
募
を
含
む　

人
で
構
成
さ
れ

１５

て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
合
併
後
の
平
成　

年
度

１７

に
、
同
審
議
会
か
ら
答
申
の
あ
っ
た

「
市
行
財
政
改
革
大
綱
」
と
「
行
動

計
画
」の
進
ち
ょ
く
管
理
を
中
心
に
、

行
財
政
の
改
善
に
つ
い
て
審
議
を
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
審
議
会
の
開
催
状
況
と
し

て
、
会
議
資
料
や
議
事
録
の
要
約
版

な
ど
が
、
市
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。

　

市
行
財
政
改
革
審
議
会
で
は
市
長
の
依
頼
を
受
け
、
昨
年　

月　

日
に
開
催
し
た
会
議

１２

２５

か
ら
５
回
に
わ
た
っ
て
、
市
単
独
補
助
金
の
見
直
し
に
つ
い
て
審
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

会
議
で
は
、
補
助
金
の
基
本
的
な
考
え
方
や
補
助
対
象
事
業
費
、
補
助
率
、
交
付
期
間
な
ど

に
つ
い
て
審
議
し
、
基
準
を
定
め
統
一
し
た
ル
ー
ル
に
よ
り
交
付
を
行
う
こ
と
を
内
容
と

し
た
素
案
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
補
助
金
の
調
整
は
、
合
併
協
定
で
「
新
市
の
一
体

性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
、
公
益
性
、
有
効
性
、
公
平
性
に
配
慮
し
な
が
ら
、

新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
調
整
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
素
案
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

■
適
正
な
交
付
を
目
指
す

　

市
単
独
補
助
金
と
は
、
国
や
県
の
制
度

な
ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外
で
、

市
が
独
自
の
施
策
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
目

的
で
、
特
定
の
事
務
や
事
業
な
ど
に
補
助

す
る
金
銭
の
こ
と
で
す
。

　

本
年
度
の
当
初
予
算
で
は
、
１
０
０
以

上
の
対
象
と
な
る
事
業
に
、
総
額
で
約
４

億
円
の
補
助
金
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
は
補
助
金
の
交
付
に

関
し
て
は
、
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
定
め

た
補
助
金
交
付
規
則
の
ほ
か
は
、
明
確
な

基
準
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、

予
算
を
計
上
す
る
段
階
で
、
補
助
金
を

「
交
付
す
る
か
ど
う
か
」、「
ど
れ
だ
け
交

付
す
る
か
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
を

検
討
し
て
決
め
て
い
ま
し
た
。

　

市
単
独
補
助
金
の
原
資
は
、
皆
さ
ん
か

ら
の
税
金
で
す
。「
公
益
上
必
要
で
あ
る

か
」、「
公
平
性
が
保
た
れ
て
い
る
か
」、

「
交
付
に
対
し
て
費
用
対
効
果
が
認
め
ら

れ
る
か
」な
ど
の
観
点
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

行
財
政
改
革
審
議
会
か
ら
の
提
言
書

（
素
案
）
を
基
に
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
加
味

し
て
、
今
後
は
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
統

一
し
た
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
市
単

独
補
助
金
に
つ
い
て
、
適
正
か
つ
公
平
に

交
付
す
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

市
行
革
審
の
見
直
し
素
案
に
ご
意
見
を

公
平
性
の
観
点
か
ら
ル
ー
ル
を
定
め
る

▲補助金のあり方について検討する行財政改革審議会

※
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w
w
w
.city.en

a.lg.jp/

）
の
「
市
政
の
案
内
」
か
ら
、「
恵

那
市
行
財
政
改
革
」
の
「
恵
那
市
行
財
政

改
革
審
議
会
の
開
催
状
況
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
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パブリック
コメント

じ
て
判
断
し
、
原
則
と
し
て
次
の
基
準

に
従
う
こ
と
。
た
だ
し
、
別
途
要
綱
な

ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

提
言
書
の
素
案
（
要
約
）

基
本
的
な
考
え
方

　

補
助
金
に
つ
い
て
は
、
自
助
努
力
を

も
っ
て
し
て
も
不
足
す
る
分
を
補
助
す

る
と
い
う
考
え
を
、
徹
底
す
る
こ
と
。

　

ま
た
補
助
対
象
事
業
、
補
助
対
象
事

業
費
、
目
的
分
類
、
補
助
率
に
つ
い
て

明
確
な
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、

個
々
の
補
助
金
な
ど
の
必
要
性
や
効
果

に
つ
い
て
、
客
観
的
な
視
点
か
ら
十
分

な
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
。

補
助
対
象
事
業
費

　

補
助
金
の
対
象
事
業
費
に
つ
い
て

は
、
そ
の
内
容
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

そ
の
際
、
次
の
項
目
に
該
当
す
る
事
業

費
は
、
原
則
対
象
と
し
な
い
こ
と
。

①
交
際
費
、
慶
弔
費
、
懇
親
会
費
に
係

る
経
費

②
社
会
通
念
上
、
適
切
な
範
囲
を
超
え

た
経
費

③
単
な
る
物
品
な
ど
の
配
布
で
終
わ
る

経
費

補
助
率
の
適
正
化

　

補
助
率
は
、
公
益
上
の
必
要
度
に
応

提言書（素案）にご意見を
　市では、市民の意見を反映させるため、提言書（素

案）についての意見を募集します。

　素案は、企画課、市中央図書館、本庁舎情報公開

コーナー、各振興事務所で閲覧できます。市ウェブサ

イトにも掲載しています。http://www.city.ena.lg.jp/

※閲覧期間は意見募集期間と同じです

□募集期間　７月１５�～８月１４日�

□意見応募方法　閲覧場所にある所定の用紙や、本紙

毎月１日号に折り込みの「広報直通便」をご利用くだ

さい。通常の広報直通便と区別するため、【行財政改

革または企画課】などの見出しを記入し、 投  函 してく
とう かん

ださい。ファクスやメールでも応募できます。

　　企画課（内線３３２）�２５-６１５０

� kikaku@city.ena.lg.jp

交
付
期
間

　

補
助
金
の
同
一
団
体
へ
の
交
付
期
間

は
、
す
べ
て
３
年
を
も
っ
て
見
直
し
を

す
る
こ
と
。
な
お
、
国
、
県
な
ど
の
制

度
に
よ
る
上
乗
せ
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
そ
の
補
助
期
間
終
了
を
も
っ
て
原

則
終
了
と
す
る
。

地
域
振
興
関
係
補
助
金
の
在
り
方

　

地
域
間
格
差
を
解
消
す
る
た
め
、
地

域
振
興
関
係
補
助
金
な
ど
地
域
独
自
の

補
助
金
に
つ
い
て
は
、
地
域
協
議
会
へ

の
包
括
的
な
補
助
金
に
組
み
替
え
た
方

が
良
い
と
判
断
で
き
る
も
の
は
、
移
行

す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
総
額
の
抑
制
を

図
り
な
が
ら
、
地
域
（
地
域
協
議
会
や

振
興
事
務
所
な
ど
）
に
よ
る
事
業
選
択

が
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
。

総
額
抑
制

　

少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
、
経
済
情

勢
の
悪
化
に
伴
い
市
税
収
入
の
減
が
見

込
ま
れ
る
一
方
、
平
成　

年
度
以
降
に

２７

は
合
併
特
例
期
間
の
終
了
に
伴
い
、
地

方
交
付
税
も
大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
補
助
金
総
額

に
対
す
る
目
標
値
を
定
め
て
、
総
額
の

抑
制
を
図
る
こ
と
。

内容補助率基準

行政を補完する団体などが行うサービスや事業
で、本来行政が直接行うべきか、それに匹敵す
る程度に公共性や公益性が高いもの

１０分の１０
以内

行政を補完している団
体などに対するもので、
市の施策上必要な事業

必ずしも行政が行うべきサービスや事業とまで
は言えないが、公共性や公益性が高く、事業実
施の結果、受益が不特定多数に及ぶもの

２分の１
以内

受益の範囲が不特定多
数に及ぶもので、市の施
策上必要な事業

必ずしも行政が行うべきサービスや事業とまで
は言えないが、公共性や公益性が高く、事業実
施の結果、受益が特定されているもの

３分の 1
以内

受益の範囲が特定して
いるが、市の施策上必要
な事業

問

 
地
域
振
興
補
助
を
ま
と
め 

 
「
包
括
的
補
助
金
」に


